
経 済 産 業 省 

 

 

２０１８１１０８貿局第２号 

輸出注意事項３０第２３号 

         
 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規

定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正す

る通達を次のように制定する。 
  

  平成３０年１１月１６日 

 

 

 

                経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条 
第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為 
についての一部を改正する通達 

 

 
外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規

定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成４年１２

月２１日付け４貿局第４９２号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。 
 

   附 則 

 この通達は、平成３１年１月９日から施行する。 
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外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一

部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について

（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号）

改 正 後 現 行

（略） （略）

１～３ （略） １～３ （略）

別紙１ 外為令別表（貨物等省令を含む。）中欄釈を要する語 別紙１ 外為令別表（貨物等省令を含む。）中欄釈を要する語

外為令 外為令別表中 外為令 外為令別表中

別表の 解釈を要する 解 釈 別表の 解釈を要する 解 釈

項 語 項 語

１～５ （略） （略） １～４ （略） （略）

６ （略） （略） ６ （略） （略）

貨物等省令第 貨物等省令第５条 貨物等省令第 貨物等省令第５条

１８条第１項 第二号ロ（三）及 １８条第１項 第二号ロ（三）並

第一号に掲げ び貨物等省令第１ 第一号に掲げ びに貨物等省令第

る技術のうち ８条第１項第一号 る技術のうち １８条第１項第一

、貨物等省令 イに該当しない貨 、貨物等省令 号イ及びロに該当

第５条第二号 物（一方向位置決 第５条第二号 しない貨物（一方

ロ（三）若し めの繰返し性の申 ロ（三）若し 向位置決めの繰返

くは貨物等省 告値によって確認 くは貨物等省 し性の申告値によ

令第１８条第 できるものに限る 令第１８条第 って確認できるも

１項第一号イ 。）の設計若しく １項第一号イ のに限る。）の設

に該当するも は製造に係る技術 若しくはロに 計若しくは製造に

のの設計又は 又は貨物等省令第 該当するもの 係る技術又は貨物

製造に必要な １５条第１項第四 の設計又は製 等省令第１５条第

技術 号に該当する技術 造に必要な技 １項第四号に該当

を除く。 術 する技術を除く。
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注：一方向位置決 注：一方向位置

めの繰返し性の 決めの繰返し性

新告値とは、運 の新告値とは、

用通達１―１（ 運用通達１―１

７）の輸出令別 （７）の輸出令

表第１中解釈を 別表第１中解釈

要する語の欄に を要する語の欄

掲げる語中、輸 に掲げる語中、

出令別表第１の 輸出令別表第１

６の項の欄中の の６の項の欄中

「貨物等省令第 の「貨物等省令

５条第二号イ、 第５条第二号イ

ロ及びハ中の一 、ロ及びハ中の

方向位置決めの 一方向位置決め

繰返し性」の解 の繰返し性」の

釈中「注１」に 解釈中「注１」

規定する「一方 に規定する「一

向位置決めの繰 方向位置決めの

返し性の申告値 繰返し性の申告

」と同じ。 値」と同じ。

（略） （略） （略） （略）

７ 必要な技術 （略） ７ 必要な技術 （略）

プロセスデザ 技術的及び製造上の制約に従い、特定 （新設） （新設）

インキット の半導体プロセスを使用した、特定の

半導体集積回路の設計に必要とされる

設計活動やルールが保証された設計ツ

ールであって、半導体製造者から提供

されるものをいう。

（略） （略） （略） （略）

８ 必要な技術 （略） ８ 必要な技術 （略）
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加重最高性能 （略） 加重最高性能 （略）

注１～注５ （略） 注１～注５ （略）

注６ 集合体で性能を向上するよう 注６ 集合体で性能を向上するよう

に特別に設計されたものであっ に特別に設計されたものであっ

て、同時動作が可能であり、か て、同時動作が可能であり、か

つ、記憶装置を共有するプロセ つ、記憶装置を共有するプロセ

ッサを含むプロセッサの組合せ ッサを含むプロセッサの組み合

については、APPを算出しなけれ わせについては、APPを算出しな

ばならない。 ければならない。

注１） （略） 注１） （略）

２）プロセッサの組合せが記 ２）プロセッサの組み合わせ

憶装置を共有するとは、 が記憶装置を共有すると

任意のプロセッサが、い は、任意のプロセッサが

かなるソフトウェアの機 、いかなるソフトウェア

構の関与なしに、キャッ の機構の関与なしに、キ

シュラインやメモリワー ャッシュラインやメモリ

ドでのハードウェア伝送 ワードでのハードウェア

を介してシステム内の任 伝送を介してシステム内

意のメモリロケーション の任意のメモリロケーシ

にアクセス可能な時をい ョンにアクセス可能な時

う。なお、貨物等省令第 をいう。なお、貨物等省

７条第三号ハに該当する 令第７条第三号ホに該当

デジタル電子計算機の機 するデジタル電子計算機

能を向上するように設計 の機能を向上するように

した部分品を使用するこ 設計した部分品を使用す

とにより実現するものを ることにより実現するも

含む。 のを含む。

注７ （略） 注７ （略）

セキュリティ 脆弱性を解決する目的のプロセスであ （新設） （新設）

の脆弱性の開 って、脆弱性を特定するもの、報告す

示に係るもの るもの、対策を行い、若しくは調整す

る責任がある個人若しくは組織に伝達

するもの又はこれらの個人若しくは組
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織と分析するものをいう。

サイバー攻撃 サイバーセキュリティ攻撃に対処する （新設） （新設）

の対応に係る ための対策を行い、又は調整する責任

もの がある個人又は組織とサイバーセキュ

リティ攻撃に関する情報を交換するプ

ロセスをいう。

（略） （略） （略） （略）

９ （略） （略） ９ （略） （略）

暗号機能有効 製造者により提供される仕組み（装置 暗号機能有効 製造者により提供される安全な仕組み

化の手段 若しくはプログラムと一対一で対応す 化の手段 （装置若しくはプログラムと一対一で

るもの又は一人の顧客が有する複数の 対応するもの又は一人の顧客が有する

同種の装置若しくはプログラムのため 複数の同種の装置若しくはプログラム

に顧客と一対一で対応するものに限る のために顧客と一対一で対応するもの

。）によって、使用者が暗号機能を特 に限る。）によって、使用者が暗号機

別に有効化し、又は使用可能にするあ 能を有効化し、又は使用可能にするあ

らゆる手段であって、貨物又は技術に らゆる手段であって、貨物又は技術に

よって実現されるものをいう（例えば よって実現されるものをいう（例えば

、シリアルナンバーを基にしたライセ 、シリアルナンバーを基にしたライセ

ンスキー又はデジタル署名の証明書等 ンスキー又はデジタル署名の証明書等

の認証をするものをいう。）。 の認証をするものをいう。）。

（略） （略） （略） （略）

１０ （略） （略） １０ （略） （略）

電子的に走査 （略） 電子的に走査 （略）

が可能なアレ が可能なフェ

ーアンテナ ーズドアレー

（略） （略） （略） （略）
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１１・ （略） （略） １１・ （略） （略）

１２ １２

１３ 貨物等省令第 レーザービーム加 （略） １３ 貨物等省令第 （新設） （略）

２５条第３項 工、ウォータージ ２５条第３項

第二号ル中の ェット加工、電解 第二号ル中の

技術 加工又は放電加工 技術

を含む。

１４・ （略） （略） １４・ （略） （略）

１５ １５

別紙１－２～別紙４ （略） 別紙１－２～別紙４ （略）

参考様式１～４ （略） 参考様式１～４ （略）
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